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番号 事業名 担当課（連絡先） 

⑨ 小規模
こ き ぼ

建設
けんせつ

工事
こ う じ

補助
ほ じ ょ

金
きん

 

高梁・有漢地域 

建設課維持補修係 ２１－１２０４ 

成羽・川上・備中地域 

西部土木事務所管理係 ４５－４５１０ 

事業内容 例えば 

市が管理する道路、橋梁、河川又は水路の新設、改良、修繕等又は 

災害復旧工事を地区が施工する場合に対し補助金を交付します。 

①公益性があり、地区の合意に基づくもの 

②用地、隣地及び利害関係人の同意があること 

③傷害保険への加入等、安全施工への配慮がなされること 

④災害復旧工事において、国又は県等の補助事業等の対象とならないこと 

 

○工事に要する経費の 10分の 9以内（上限 80万円） 

○災害復旧工事の場合は 10分の 9以内（上限 160万円） 

※事業内容や経費の配分、その他申請に係る事業の変更又は中止をしようとするときは

必ず報告してください。 

市道の改良 

河川の維持 

水路の修繕 

事業の進め方（手順） 

町
内
会
等 
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「小規模建設工事補助金申請書」を提出 

「事業完了届」を提出 

補助金の確定・交付 

事業完了後、7日以内に 

現場確認後 

事業を行う前に 

「補助金交付決定通知書」を送付 

申請書及び図面・見積書等の事業内容審査後 


